
「 後期高齢者医療制度　 医療費のお知らせ」 について

●医療費のお知ら せは、 当広域連合に届いた診療報酬明細書をも と に毎年一回、 発行し

ています。 お知ら せを作成し た時点で明細が届いていないも のについては記載があり

ません。

●令和７ 年11月・ 1 2月診療分については、 来年発送分に同封する予定です。 医療費控除

の手続きでは、 医療機関等が発行する領収書をご利用く ださ い。

税申告や医療費控除について お住まいの役場の税務課や税務署へ

記載さ れている診療明細について　 　 　 　 受診さ れた医療機関や薬局へ

高額療養費や福祉医療手当について　 　 　 お住まいの市町村の後期高齢者医療担当課へ

紛失し たので再発行がし たい お住まいの市町村の後期高齢者医療担当課へ

その他（ 記載内容の見方など） 岐阜県後期高齢者医療広域連合　 給付課

TEＬ： 0 5 8 -3 8 7 -6 3 7 9 （ 直通）

0 5 8 -3 8 7 -6 3 6 8 （ 代表）

項　 　 目 内 容

受 診 年 月

診 療 種 類

費 用 額

日 数

・ 医療機関等を受診し た年月

医療費の総額 ・「 費用額」 と「 入院時食事療養費・ 生活療養費」 の「 費用額」 の合計（ ①+ ③）

自己負担相当額 ・「 費用額」 のう ちご自身が医療機関等の窓口で負担さ れた相当額（ ②）

医療機関等の

名 称

・ 受診し た医療機関等の名称

※県外で受診さ れた場合は医療機関等の所在都道府県名のみを記載

入院時食事療養

費・ 生活療養費

（ 参考） 確定申

告用自己負担額

・「 回数」 …入院時の食事・ 生活療養の回数

・「 費用額」 …入院時の食事・ 生活療養にかかった費用の総額（ ③）

・「 標準負担額」 …実際にご自身が負担し た金額（ ④）

・ 医療機関等に支払われた医療費の総額（ ①）

※保険適用外の費用（ 健康診断料、 診断書料、 差額ベッ ド 代など） は含ま

ない

・「 受診年月」 に、 医療機関等を受診（ 入院） し た日数

※電話診療等で、 医療機関等が診療報酬を請求し たものを含む

※薬局の場合は、 処方箋を受付し た回数

※補装具を療養費と し て申請し た場合は“ ０ ”と 表示

・「 医科外来」「 医科入院」「 調剤」「 柔整」 等の受診し た診療種類

・「 自己負担相当額」 と 「 入院時食事療養費・ 生活療養費」 の「 標準負担

額」 の合計（ ②+ ④）

お知らせの見方

注意点

お問い合わせ内容・ お問い合わせ先一覧



医療費のお知らせ　 よく あるご質問

皆さ んの令和６ 年11月から令和７ 年10月までの一年間の医療費についてお知

らせするものです。 医療費の請求書ではあり ません。 健康の大切さ と 、 後期高

齢者医療制度の健全な運営についてご理解を深めていただく ためのものです。

Ｑ 1 このお知らせは何ですか

Ａ 1

医療費のお知らせは、 皆さ んが医療機関等にかかられたあと に当広域連合へ届

けられた診療報酬明細書に基づいて作成し ており ます。 医療機関等から当広域

連合へ診療報酬明細書が届く のが遅れると、 受診し ても医療費のお知らせに記

載さ れていない場合があり ます。

Ｑ 2 受診したのに記載さ れていない医療費があるのはなぜですか

Ａ 2

医療費のお知らせに必要な診療報酬明細書が当広域連合に届く まで約３ ヶ 月か

かり ます。 そのため、 今回お送り する医療費のお知らせは、 1 0月受診分までと

なり ます。 1 1月と 1 2月受診分に関し ては、 来年の医療費のお知ら せに記載す

る予定です。

Ｑ 5 1 1月と 12月に受診し た医療費が記載されていないのはなぜですか

Ａ 5

障害手帳をお持ちで福祉医療の申請をされた方は、 窓口負担が免除または減額と

なり ますが、「 自己負担相当額」 にはお支払いが発生し た場合の免除または減額

前の金額が記載さ れており ます。

Ｑ 4
障害手帳を持っていて福祉医療の申請をし ています。 窓口で支払って

いない金額が記載されているのはなぜですか

Ａ 4

Ｑ 3 実際に支払った金額と違う のはなぜですか

Ａ 3
医療費のお知らせの「 自己負担相当額」 は１ 円単位で表示されますが、 医療機関

等の窓口では10円未満を四捨五入し た金額でお支払いいただいており ます。 ま

た、高額療養費の支給がある場合等は、医療費のお知らせには反映されないため、

実際にご自身が負担された額と異なることがあり ます。

確定申告に使用できます。 通知書下の太枠右側の「（ 参考） 確定申告用自己負担

額（ R７ .１ ～ R７ .1 0 ）」 の金額を参考にし てく ださ い。 ただし 、 保険適用外等

の金額及び今年の11月と 12月分は含まれており ません。 記載のないものにつ

いては、 医療機関等が発行する領収書をご利用く ださ い。 なお、 医療費控除及

び確定申告に関すること は、 お住まいの市町村管轄の税務署にお問い合わせく

ださ い。

Ｑ 6 確定申告に使用できますか

Ａ 6



　「 後発医薬品（ ジェ ネリ ッ ク医薬品）」 と は、 先発医薬品（ 新薬） の特許期間が過ぎた後

に、 先発医薬品と 同じ 有効成分で製造販売さ れた薬のこ と です。「 バイ オ後続品（ バイ

オシミ ラー）」 と は先行バイオ医薬品と 同等/同質の安全性、 有効性のあること が認められ

たバイオ医薬品です。 どちらも医療機関等で処方さ れる薬で、 薬局の店頭で販売さ れてい

る市販薬と は区別さ れます。

１ .後発医薬品・ バイオ後続品は、 一般的に先発品に比べて低価格になっています。 そのた

め、後発医薬品・ バイオ後続品に切り 替えること で、薬代を減らす効果が期待できます。

２ .後発医薬品は、 先発医薬品と 有効成分は同一ですが、 添加剤などが違う こと があり 、 他

の薬と の飲み合わせが変わってく ること があり ます。

３ .後発医薬品は様々な病気や症状に対応し ていますが、 すべての薬に後発医薬品があるわ

けではあり ません。

４ .後発医薬品があるお薬で、 先発医薬品の処方を希望さ れる場合は、 令和６ 年10月から

特別の料金を支払う 必要があり ます。 し かし 、 先発医薬品を処方・ 調剤する医療上の必

要があると 認められる場合等は、 特別の料金は要り ません。

５ .後発医薬品・ バイオ後続品を希望する場合は、 医師・ 薬剤師に相談し てく ださ い。

◎緊急性の高い重症患者さ んの治療に支障をきたさ ないよう 、 休日や夜間を避け、 平日の

時間内の受診を心がけまし ょ う 。

◎同じ 病気で複数の病院や診療所を受診すること は、 控えまし ょ う 。

◎薬が余っていると きは、 医師や薬剤師に相談し まし ょ う 。

◎日頃からあなたの体質や病歴、 健康状態を把握し ており 、 診療だけでなく 、 健康管理の

アド バイスをし てく れる“ かかり つけ医” や“ かかり つけ薬局” を持ちまし ょ う 。

◎交通事故等でけがをし た場合、 保険証を使って診療を受けること ができますが、 市町村

担当窓口へ届出が必要です。

◎接骨院等（ 柔道整復）、 はり 、 きゅう 、 マッ サージは適正な施術を受けまし ょ う 。 単なる

肩こり ・ 腰痛や疲労回復を目的と し た施術は、 保険の対象と なり ませんのでご注意く だ

さ い。

◎受診すると きは、 マイナ保険証や資格確認書などを必ず病院や診療所などの窓口に提示

し てく ださ い。

マイナ保険証に関する問い合わせ： マイナンバー総合フリ ーダイヤル　 01 2 0 -9 5 -0 1 7 8

医療機関等での適正な受診のために

後発医薬品・ バイオ後続品を活用しまし ょ う



健康診査を受診しまし ょ う

　 岐阜県後期高齢者医療広域連合では、 県内の各市町村に委託し て各種健康診査を行って

います。 日頃から自分の健康管理や生活習慣に気を配ること で、 いつまでも健康で元気な

生活を送ること ができます。 病気の早期発見・ 早期治療は、 健康管理の基本です。 まずは

自分の健康状態を知るために、 健康診査を受診し まし ょ う 。

　 実施方法、 会場、 日時などはお住まいの市町村によって異なり ますので、 お住まいの市

町村の後期高齢者医療担当課へお問い合わせく ださ い。

　 生活習慣病の早期発見・ 早期治療・ 重症化予防を目的と し て、 ぎふ・ すこやか健康診査

を実施し ています。 健康で元気な毎日を送れるよう に、 毎年１ 回受診し まし ょ う 。

診査項目…問診、 身体計測、 血圧、 脂質、 肝機能、 糖代謝、 腎機能、 貧血、 栄養

※該当する方はさ らに心電図検査を受けること ができます

< 自己負担額> 　 ※令和７ 年度受診の場合

ぎふ・ すこやか健康診査

個別健診　 　 50 0円 集団健診　 　 42 0円

　 歯・ 歯肉の状態や口腔清掃状態等のチェ ッ クを行い、 口腔機能低下や肺炎等の疾病の予

防を目的と し て、 ぎふ・ さ わやか口腔健康診査を実施し ています。 生涯おいし く 食事がで

きるよう に、 毎年１ 回受診し まし ょ う 。

※ぎふ・ さ わやか口腔健診は、 岐阜県内であればお住まいの市町村以外の歯科医院でも受

診できます。 予約が必要な場合もございますので、 受診の際には一度、 希望さ れる歯科

医院へお問い合わせく ださ い。

診査項目…問診、 歯・ 咬合の状態、 咀嚼能力評価、 舌・ 口唇機能評価、 嚥（ えん） 下機能

評価、 口腔乾燥、 粘膜異常、 口腔衛生状況、 歯周組織の状況

< 自己負担額> 　 ※令和７ 年度受診の場合

ぎふ・ さわやか口腔健康診査

※治療中の方も健康診査を受診し ていただけますので、 主治医にご相談く ださ い。

実測評価あり 　 　 3 0 0円


